
〇盛岡市住宅省エネルギー改修等推進事業補助金交付要綱 

令和６年５月17日告示第 294号 

盛岡市住宅省エネルギー改修等推進事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１ 住宅の省エネルギーを目的とした改修等の推進を図るため、住宅の所有者が住宅の省エネル

ギー改修等を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、盛岡市補助金交付規則（昭和50年

規則第27号。以下「規則」という。）及びこの告示に定めるところにより補助金を交付する。 

（定義） 

第２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 住宅 市の区域内に存する一戸建ての住宅（当該住宅の部分を含む。）をいう。 

(2) 住宅の所有者 住宅を所有する者のうち、市税を滞納していない者をいう。 

(3) 住宅の省エネルギー診断 住宅の省エネルギーに係る性能を診断することをいう。 

(4) 住宅の省エネルギー化のための計画策定等 住宅の省エネルギーを目的とした改修若しくは

建替えを行うための計画の策定、調査若しくは設計又はＢＥＬＳ（建築物のエネルギー消費性

能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の

表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項（令和５年国土交通省告示第 970号）に基づき、

建築物のエネルギー消費性能（建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成27年

法律第53号）第２条第１項第２号に規定するエネルギー消費性能をいう。以下同じ。）に関し

表示すべき事項について、第三者機関が評価する制度をいう。）等に基づく住宅の評価をいう。 

(5) 住宅の省エネルギー改修 住宅の開口部、躯体等の断熱化及び設備の効率化に係る改修又は

住宅の建替えであって、次に掲げる要件を満たすものをいう。 

ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たしていること。 

(ｱ) 全体改修（住宅の全体を改修することをいう。以下同じ。）若しくは建替えの前の住宅

又は部分改修（住宅の部分を改修することをいう。以下同じ。）の前の住宅の部分が省エ

ネ基準に適合していない場合 全体改修若しくは建替えの後の住宅又は部分改修の後の住

宅の部分が省エネ基準又はＺＥＨ水準に適合していること。 

(ｲ) 全体改修若しくは建替えの前の住宅又は部分改修の前の住宅の部分が省エネ基準に適合

し、かつ、ＺＥＨ水準に適合していない場合 全体改修若しくは建替えの後の住宅又は部

分改修の後の住宅の部分がＺＥＨ水準に適合していること。 

イ 改修又は建替えの後の住宅が、次に掲げる要件のいずれかを満たしていること。 

(ｱ) 昭和56年６月１日以後に確認済証の交付を受けて着工していること。 

(ｲ) 工事の完了までに、盛岡市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱（平成20年告示第 380 

号）第２第２号に規定する判定値が 1.0以上となること。 

(ｳ) 工事の完了までに、建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第３項第１号の規定に



基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準（平成18年国土交

通省告示第 185号）に定める基準に適合していること。 

ウ 住宅の設備の効率化に係る改修を行う場合にあっては、その工事費の額が開口部、躯体等

の断熱化に係る改修に要する工事費の額の同額以下であること。 

エ 階数が２以下で、かつ、床面積が 500平方メートル以下の木造住宅の全体改修又は建替え

を行うことによりＺＥＨ水準に適合する場合にあっては、次に掲げる要件のいずれかを満た

すこと。 

(ｱ) 構造計算により構造の安全性が確認された住宅であること。 

(ｲ) 木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の

基準（案）の概要の公表について（令和４年10月28日付け国土交通省住宅局参事官（建築

企画担当）通知）に定める壁量等の基準（全体改修を行う場合にあっては、柱の小径に関

する基準を除く。）に適合し、構造の安全性が確認された住宅であること。 

(ｳ) 全体改修又は建替えの後の住宅が、日本住宅性能表示基準（平成13年国土交通省告示第

1346号）別表２－１に規定する耐震等級の等級３を満たすものであること。 

(ｴ) 全体改修又は建替えの後の住宅が日本住宅性能表示基準別表２－１に規定する耐震等級

の等級２を満たし、かつ、市長が別に定める事項に同意することを証する書類の写しを提

出すること。 

オ 部分改修を行う場合にあっては、市長が別に定める要件を満たすこと。 

カ 全体改修と併せて住宅の構造の補強に係る工事を行う場合にあっては、次に掲げる要件を

満たすこと。 

(ｱ) 全体改修の後の住宅が、ＺＥＨ水準に適合していること。 

(ｲ) エ(ｱ) から(ｳ) までに掲げる要件のいずれかを満たすこと。 

(6) 住宅の省エネルギー改修等 住宅の省エネルギー診断、住宅の省エネルギー化のための計画

策定等及び住宅の省エネルギー改修をいう。 

(7) 第三者機関 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第１項に規定する登

録建築物エネルギー消費性能判定機関又は建築物のエネルギー消費性能の評価についてこれと

同等以上の能力を有する機関をいう。 

(8) 省エネ基準 次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに定める基準をいう。 

ア 全体改修又は住宅の建替え 評価方法基準（平成13年国土交通省告示第1347号）に規定す

る断熱等性能等級の等級４（結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。）を満たし、

かつ、同告示に規定する一次エネルギー消費量等級の等級４を満たす基準 

イ 部分改修 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネル

ギー消費量に関する基準（平成28年国土交通省告示第 266号）の１(3) に規定する開口部の

断熱性能等に関する基準 



(9) ＺＥＨ水準 次のア又はイに掲げる区分に応じ、それぞれア又はイに定める基準をいう。 

ア 全体改修又は住宅の建替え 評価方法基準に規定する断熱等性能等級の等級５（結露の発

生を防止する対策に関する基準を除く。）を満たし、かつ、同告示に規定する一次エネルギ

ー消費量等級の等級６を満たす基準 

イ 部分改修 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エ

ネルギー消費量に関する誘導基準（令和４年国土交通省告示第1106号）の１(3) に規定する

開口部の断熱性能等に関する基準 

(10) 市街化調整区域 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第７条第３項に規定する市街化調

整区域をいう。 

(11) 土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（ 

平成12年法律第57号）第７条第１項の土砂災害警戒区域をいう。 

(12) 洪水浸水想定区域 水防法（昭和24年法律第 193号）第14条第１項及び第２項に規定する

洪水浸水想定区域のうち、浸水した場合に想定される水深が３メートル以上であるものをいう。 

（補助金の交付の対象及び補助額） 

第３ 第１に規定する経費は、次表の左欄に掲げる住宅の省エネルギー改修等の区分ごとに同表の

当該中欄に掲げる経費とし、これに対する補助額は、同表の当該右欄に掲げるとおりとする。 

区分 経費 補助額 

住宅の省エ

ネルギー診

断 

(1) 住宅の省エネルギーに係る性能

の調査に要する費用 

(2) 住宅の省エネルギーに係る性能

につき第三者機関による評価に要

する費用 

(3) その他市長が必要と認める経費 

当該経費の３分の２に相当する額以内の

額（その額に 1,000円未満の端数が生じ

たときは、これを切り捨てた額）。ただ

し、その額が１戸当たり15万円を超える

ときは、１戸当たり15万円を限度とす 

る。 

住宅の省エ

ネルギー化

のための計

画策定等及

び住宅の省

エネルギー

改修 

(1) 住宅の省エネルギー改修を行う

ための調査に要する費用 

(2) 住宅の省エネルギー改修に係る

設計費 

(3) 住宅の省エネルギー改修を行う

ための計画の策定に要する費用 

(4) 住宅の省エネルギー改修に係る

設計の内容につき第三者機関によ 

住宅の省エネルギー改修を行った後の住

宅が適合する次に掲げる基準等の区分に

応じ、それぞれ次に定める額（市街化調

整区域と土砂災害警戒区域又は洪水浸水

想定区域とが重複する区域に住宅の建替

えを行う場合にあっては、それぞれ次に

定める額に２分の１を乗じて得た額） 

(1) 省エネ基準 当該経費の10分の４に 

 る評価に要する費用 

(5) 住宅の省エネルギー改修に係る

工事費（全体改修と併せて行う住

相当する額以内の額（その額に 1,000

円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てた額）。ただし、その額が１



宅の構造の補強に係る工事に要す

る費用を含む。） 

(6) その他市長が必要と認める経費 

戸当たり30万円を超えるときは、１戸

当たり30万円を限度とする。 

(2) ＺＥＨ水準 当該経費の10分の８に

相当する額以内の額（その額に 1,000

円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てた額）。ただし、その額が１

戸当たり70万円を超えるときは、１戸

当たり70万円を限度とする。 

（補助の実施期限） 

第４ 規則第３条に規定する補助の実施期限は、令和11年度の末日とする。ただし、当該補助金に

係る事業効果の検証を行い、その結果に基づいて当該補助の実施期限の延長又は繰上げをするこ

とがある。 

２ 前項ただし書の事業効果の検証に係る基準は、当該補助金の交付の件数とする。 

（申請の取下期日） 

第５ 規則第８条第１項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日か

ら起算して15日以内とする。 

（提出書類） 

第６ 規則の規定により提出する書類並びに当該書類の提出部数及び提出期日は、別表のとおりと

する。 

別表（第６関係） 

条項 提出書類 提出部数 提出期日 

規則第４条 １ 補助金交付申請書 

２ 事業計画書 

３ 収支予算書 

４ その他市長が必要と認める書類 

１部 

１部 

１部 

事業を開始し

ようとする日

の30日前 

規則第９条第１項 補助事業変更承認申請書 １部 変更しようと

する日の15日

前 

規則第９条第２項 補助事業中止（廃止）承認申請書 １部 中止し、又は

廃止しようと

する日の15日 

   前 



規則第14条 １ 補助事業完了報告書 

２ 事業実績書 

３ 収支決算書 

４ その他市長が必要と認める書類 

１部 

１部 

１部 

完了から30日

以内又は完了

した日の属す

る年度の３月 

31日のいずれ

か早い日 

規則第17条第１項 補助金交付請求書 １部 補助金額確定

通知書を受領

した日から起

算して15日以

内 

 


